
第７表

左のうち
一般財源

（歳入）地方消費税交付金 462,000 462,000

うち社会保障財源化分 252,000 252,000

（歳出）社会保障関係経費 2,384,107 1,139,055 252,000 10.6 100.0

３款　民生費 2,257,429 1,042,269 230,587 10.2 91.5

１項　社会福祉費 1,268,771 826,850 182,929 14.4 72.6

２項　児童福祉費 988,658 215,419 47,658 4.8 18.9

４款　衛生費 126,678 96,786 21,413 16.9 8.5

１項　保健衛生費 126,678 96,786 21,413 16.9 8.5

１目　保健衛生総務費 4,546 4,546 1,006 22.1 0.4

２目　予防費 78,984 61,193 13,538 17.1 5.4

５目　健康増進事業費 43,148 31,047 6,869 15.9 2.7

※地方消費税交付金の社会保障財源化分は社会保障関係事業に要する一般財源の比率に応じて按分

　して充当しています。

入湯税の使途状況について

　入湯税は、平成24年４月１日から宿泊で入湯された方に対して課税しており、環境衛生施設、
鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設並びに観光の振興に要する費用
に充てるための目的税となっています。
　令和5年度は、1,070,000円を観光振興に要する経費に充当しています。

消費税引上げに伴う引上げ分の社会保障施策への使途状況について

（単位：千円、％）

令和５年度
当初予算額

地方消費税交
付金社会保障
財源化分

事業に対す
る充当率

構成比

　「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付
税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」により、消費税率については令和元年１０
月１日より10％へ引き上げることとなり、地方消費税率についても78分の22（消費税率換算
2.2％）に引き上げられることとなりました。
　地方消費税収のうち引上げ分については「消費税法第１条第２項に規定する経費その他社会保
障施策（社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。）に要する経費に充てるものと
する」旨が地方税法に規定されております。これを受けて、本町の一般会計の歳出において下表
のとおり各事業に充当しています。


